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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第１部門第２区分
【発行日】平成27年12月10日(2015.12.10)

【公表番号】特表2014-533153(P2014-533153A)
【公表日】平成26年12月11日(2014.12.11)
【年通号数】公開・登録公報2014-068
【出願番号】特願2014-539042(P2014-539042)
【国際特許分類】
   Ａ６１Ｌ  27/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ａ６１Ｌ   27/00     　　　Ｄ

【手続補正書】
【提出日】平成27年10月21日(2015.10.21)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　超多孔質ヒドロゲルコポリマーを含む、角膜再生のためのハイブリッド骨格であって、
前記超多孔質ヒドロゲルコポリマーが、ポリ（メタクリル酸２－ヒドロキシエチル）（Ｐ
ＨＥＭＡ）およびポリ（メタクリル酸メチル）（ＰＭＭＡ）、ならびに前記超多孔質ヒド
ロゲルコポリマーの細孔中のコラーゲンを含む、前記ハイブリッド骨格。
【請求項２】
　ＰＨＥＭＡ－ＰＭＭＡコポリマー、および前記ＰＨＥＭＡ－ＰＭＭＡコポリマーの細孔
中のコラーゲンを含む、縫合可能なハイブリッドインプラント。
【請求項３】
　インプラントが角膜への移植のためのコア－スカート人工角膜のスカートを形成する、
請求項２に記載の縫合可能なハイブリッドインプラント。
【請求項４】
　水溶液中で、メタクリル酸メチル、メタクリル酸２－ヒドロキシエチル、脱イオン水、
テトラアクリル酸ペンタエリスリトール、およびジメチルホルムアミドを混合して超多孔
質ＰＨＥＭＡ－ＰＭＭＡヒドロゲル溶液を形成すること；超多孔質ＰＨＥＭＡ－ＰＭＭＡ
ヒドロゲル溶液を冷却すること；コラーゲンを、冷却した超多孔質ＰＨＥＭＡ－ＰＭＭＡ
ヒドロゲル溶液へと添加してコラーゲン－ヒドロゲル溶液を形成すること；およびコラー
ゲンヒドロゲル溶液を３７℃で培養して縫合可能なハイブリッドインプラントを作り出す
ことを含む、請求項２に記載の縫合可能なハイブリッドインプラントの製造方法。
【請求項５】
　溶液中で、メタクリル酸メチル、メタクリル酸２－ヒドロキシエチル、脱イオン水、テ
トラアクリル酸ペンタエリスリトール（ＰＥＴＡ）、およびジメチルホルムアミド（ＤＭ
Ｆ）を混合して超多孔質ＰＨＥＭＡ－ＰＭＭＡヒドロゲルを形成することを含み、ここで
ＤＭＦはＭＭＡおよびＨＥＭＡのゲル溶液への溶解を促進し、およびＰＥＴＡはＰＨＥＭ
Ａ－ＰＭＭＡコポリマーの架橋を促進する、超多孔質ＰＨＥＭＡ－ＰＭＭＡヒドロゲルの
製造方法。
【請求項６】
　溶液が、メタクリル酸メチルを１０％ｖ／ｖの濃度で、メタクリル酸２－ヒドロキシエ
チルを４５％ｖ／ｖの濃度で、５ｍｇのＰＥＴＡ、２ｍｇ過硫酸アンモニウム、１０μｌ
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　Ｎ，Ｎ，Ｎ’，Ｎ’－テトラメチルエチレンジアミン、ＤＭＦを６％ｖ／ｖの濃度で、
および２２％脱イオン水を含有する、請求項５に記載の方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８２】
　ガス発泡ＰＨＥＭＡ－ＰＭＭＡ、塩ポロゲンＰＨＥＭＡ－ＰＭＭＡまたはＰＨＥＭＡ－
ＰＭＭＡで構成されスカートの機械的特性の類似の分析を実行した。この分析の結果を表
２および図２に示す。
【表２】
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